
　子どもの場合、地域や学校など身近な場所で、事件や事故

を目撃したり、事件や事故の現場に居合わせることがありま

す。たとえ同じ体験をしていても、子どもによって、反応の出方

や回復の仕方、回復のペースは異なります。

　大人はつらい体験をした子どもを前にすると、体験に触れ

ることで傷つけるのを恐れるあまり、「もう忘れなさい」と諭し

たり、「子どもだから忘れる」「子どもだから大丈夫」と考えが

ちです。そうなると、大人は子どものトラウマ反応に気づくこ

とが難しくなります。

　子どものトラウマ反応は、

　以上のような問題行動として現れてくることがあります。そ

のようなときも、問題行動の背景にトラウマ反応が隠れてい

ないか、年齢相応の問題か、発達上の課題を抱えているの

か、トラウマによる影響なのか、を見定めて対応を考える必要

があります。不安な時はご相談ください。

　子どもが辛い気持ちや自分の変化を言葉にできるように、

子どもが話をするときは話をさえぎらず、じっくり耳を傾け、

子どもが口にする気持ちや考えを否定せず、まずは受けとめ

るように心がけましょう。

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

　東京都公安委員会により、被害者支援を
適正かつ確実に行うことができる法人と
して、「犯罪被害者等早期援助団体」に指定
されています。
　警察が支援を必要と判断した場合、被害者
やご家族の同意を得て、当センターに支援
要請が入ります。これにより、事件直後
からの速やかな支援が可能となっています。
　なお、役職員には守秘義務があります。

東京都と協働し、センター内に「犯罪被害者等の
ための東京都総合相談窓口」を設置しています。

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

被害者支援都民センター
公益社団法人

Victim Support Center of Tokyo

03-3222-9050
（多摩地域 042-506-1042）
FAX 03-3222-9053 ＊相談者の秘密は守られます
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東京都公安委員会指定  犯罪被害者等早期援助団体
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ゆっくり深呼吸をする、好きな香りをかぐなど、
緊張をやわらげるのに役立つことをやって
みましょう


